
１．基本構想の背景と目的（P.1）

令和４年３月に改訂した「南海トラフ巨大地震に伴う小松島市津波避難

計画」によれば、和田島小学校区の北部地域のほとんどが津波到達予想時
間までに安全な場所まで避難することが困難な特定避難困難地域となる
ことが想定される一方、平坦な地形が広がるため高台等が少なく、津波避
難施設となる高層建築物も不足していることから、地域住民が迅速かつ
安全に避難できる津波避難施設の早急な整備が求められています。
このような状況を踏まえ、和田島北部地区内に建設される津波避難施設
としての必要条件を満たす整備を総合的に推進するために基本構想を策
定するものです。

２．和田島北部地区の現状と課題（P.８～15）

・地震動や液状化に関するリスクが高い
・三方を海に囲まれ、平坦地の多い地形
・人口の３割以上が高齢者であり、円滑な避難への支援が必要
・沿岸付近には工場が多く立地
・住宅地の周辺には太陽光発電設備が多く立地

・特定避難困難地域が広範囲にわたり避難困難者数が多く存在
・地区内に基準水位3m以上6m未満のエリアがある

【津波浸水想定と避難計画から見た課題】

【地域特性から見た課題】

４．和田島北部地区における津波避難のイメージ（P.19）

津波避難計画のシミュレーションとその後の避難場所の整備の状況を

踏まえ、本構想では津波時の避難先を次のように想定します。

５．検討方針及び基本理念（P.21～22）

和田島北部地区の課題を踏まえ、それらの課題を解決するため以下の

とおり検討方針・基本理念を設定します。

検討方針

・誰もが安全に避難することのできる津波避難施設の増設（新設）が
必要
・津波避難施設の整備には、和田島北部地区の地域特性の十分な考
慮が必要

基本理念

誰もが安全に避難できる
避難施設の整備

地域の特性に根差した住民に
親しまれる避難施設の整備

また、ソフト対策として地域に根差した運用方法等の検討を行い、
それらの方法を住民に提案することで、住民が主体となった避難計
画の作成や避難訓練の実施を促していく。

３．特定避難困難地域の分布（P.1８）
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６．基本理念に基づき求められる津波避難施設のイメージ（P.23）

「基本理念」のもと津波避難施設の検討及び整備を進めるに当たり、今後踏まえるべき「和田島北部地区の特徴」と、今後の検討のたたき台となる「津波

避難施設のイメージ」は次のとおりです。



７．津波避難施設に求められる機能等（Ｐ.43～45）

基本構想の基本理念及び先進事例の整理を踏まえ、今後整備する津波

避難施設に求められる機能等について次のとおり整理します。

９．津波避難施設の整備位置に係る検討（P.47～53）

新たな津波避難施設の整備位置は、字遠見及び字浜田の特定避難困

難者が避難可能時間内（30分以内、避難距離1,800m以内）に避難でき
る場所に位置する下図の候補No.１から８の中から選定します。

８．津波避難施設の形態（P.46）

今後整備する津波避難施設の形態として、「津波避難タワー」及び「築

山」を検討します。

タワー 築山

形態 建築物 盛土（地盤改良含む）

避難方法 スロープ＋階段

所要面積 小 大

避難スペース 屋根有り
備蓄倉庫有り
簡易トイレスペース有り
風雨対策設備有り

屋根無し※東屋程度は可能
備蓄倉庫無し※計画は可能
簡易ﾄｲﾚｽﾍﾟｰｽ無し※計画は可能
風雨対策設備無し

徒歩以外の避難
方法への対応

敷地内の余裕スペースに乗りつけ
場所を確保できる

斜面面積が大きく、敷地に大きな余
裕がないと難しい

平時の利用 閉鎖又は開放 開放

維持・管理 定期的なメンテナンスが必要 定期的なメンテナンスが必要

漂流物への対策 余裕高さを確保
損傷を許容する仕様

余裕高さを確保

救助のための設備 緊急救助用スペースを確保

形態特徴



１０．整備位置の選定（P.54）

評価項目及び評価基準により、整備位置の選定評価を行った結果は、次表のとおりです。

候補No.8が最も整備位置に適するという結果となりました。

凡例 ○：適する △：懸念事項がある ×：適さない
※新たな津波避難施設のボリュームは、20m×30m×高さ11.5mの箱型と仮定して評価した
※④敷地の利用状況は平成30年時点の土地利用現況より整理した
※⑤自衛隊基地との距離は、自衛隊基地ヘリポートから各候補地の重心点までの直線距離をGISにより計測した


